
環境影響評価法における
放射性物質適用除外の削除

資料４－３

１．環境影響評価法における放射性物質適用除外規定の削除

２．放射性物質に係る環境影響評価のイメージ
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＜背景＞
環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができることを明確に位置づけるた
め、平成24年通常国会において成立した原子力規制委員会設置法の附則により、環境基本法について、放射性物質
による大気等の汚染の防止について原子力基本法等に対応を委ねている規定が削除された。

＜個別環境法（環境影響評価法等）における放射性物質適用除外規定の削除＞
・環境影響評価法等個別環境法で規定されている放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除する「放射
性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が第183回通常国会で成立（平成25年法律
第60号）。
・これにより、環境影響評価法が改正され、放射性物質による環境の汚染を防止するため、環境影響評価手続の対象
に放射性物質による環境への影響を含めることとなった（法第52条第１項削除）。

環境影響評価法（平成９年法律第81号）（抄）
（適用除外等）
第52条 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを
含む。）及び土壌の汚染については、適用しない。

２、３ （略）

＜施行期日＞ 公布の日（平成25年６月21日）から２年を超えない範囲内において政令で定める日

＜検討スケジュール（予定）＞

環境影響評価法における放射性物質適用除外の削除

１．環境影響評価法における放射性物質適用除外規定の削除
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①調査項目及び手法の選定

以下のことを踏まえて、放射性物質の影響を評価する
必要性を判断

事業特性：事業の種類、土地改変の規模 等
地域特性：既存の文献、国、自治体、専門機関等の

モニタリング結果 等

②調査
事業実施区域の放射線量の測定等

空間放射線量の計測例

放射線モニタリング情報
（原子力規制委員会HP）

③予測・評価
環境保全措置の必要性の検討

④環境保全措置の検討
残土の処理等の検討

必要がないと判断されれば、放射性物質を
項目として選定しない

航空機
モニタリング結果
（旧文科省HP）

※既存のモニ
タリング結果
で十分に評価
が可能な場合
はそれらの活
用が可能。

環境保全措置の必要あり

環境影響評価法における放射性物質適用除外の削除

２．放射性物質に係る環境影響評価のイメージ
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